
＜ 入 札 公 告 ＞ 

 

次のとおり入札後資格確認型一般競争入札（持参入札）に付します。 

 

令和元年 5月 10日 

 

社会福祉法人やすらぎの郷 理事長 福田 哲治 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 工 事 名 （仮称）オアシスあじま保育園 新築工事 

 (2) 工事場所 名古屋市北区楠味鋺五丁目1501番地 

 (3) 工事内容 認可保育所建て替え新築工事 

  ア 構  造 鉄骨造 2階建 

  イ 延床面積 664.536平方メートル 

  ウ 解  体 鉄筋コンクリート造 2階建 

  エ 延床面積 499.72平方メートル 

 (4) 工  期 契約締結日から令和2年2月28日まで 

 

２ 競争入札参加資格 

 (1) 名古屋市における平成30年度及び平成31年度競争入札参加資格「建築工事B等級」の認

定を開札日現在において受けていること。 

 (2) 名古屋市内に、本店を有し（名古屋市契約事務手続要綱第6条準拠）、建築工事一式の

経営事項審査の総合評価（P）が1,000点以上の者であること。 

 (3) 平成20年度以降、元請けとして名古屋市内で500㎡以上の児童福祉施設や教育施設等

（保育所、幼稚園、認定こども園）の建築工事（改修工事を含む。）の施工実績を有する

こと。 

 (4) その他、入札後資格確認型一般競争入札（持参入札）入札説明書（以下「入札説明書」

という。）に定める参加資格要件を満たしていること。 

 

３ 入札手続等 

 (1) 契約条項を示す場所 

   〒462-0014 名古屋市北区楠味鋺五丁目1501番地 

          電話 052－903－4006 FAX 052－903－4007 

 (2) 入札説明書等の交付 

  ア 交付方法 

     (1)に示す場所での交付 

     令和元年5月10日（金）～令和元年5月20日（月） 



     午前9時～正午及び午後13時～午後15時 

     ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日（以下「休日」という。）を除く。 

  イ 交付図書 

    仕様書、設計書、入札説明書 

    交付図書は無償とする。 

    ただし、交付を希望する場合は、(1)に示す場所へ事前に日時の確認をすること。 

 (3) 本公告及び交付図書に対する質問 

  ア 質問方法 

    質問書（様式は自由）を(1)に示す場所へ送付若しくはFAXすること。 

  イ 受付期間 

    令和元年5月10日（金）～令和元年5月24日（金） 

     午前9時～正午及び午後13時～午後15時 

    ただし、休日を除く。 

  ウ 質問に対する回答 

    質問者には個別にFAXにて回答するほか、回答書は(1)に示す場所に据え置く。あわ

せて補足図面等が掲示されることもあるので、入札日前までに確認すること。 

  エ 閲覧期間 

     令和元年5月13日（月）～令和元年6月4日（火） 

 (4) 入札日時等 

  ア 入札日時 

    令和元年6月5日（水） 午後15時 

  イ 入札場所 

    名古屋市北区中切町5丁目17番地  

株式会社医療給食 2階  

  ウ 入札方法 

    入札書（入札金額は税抜きで記入。）、名刺等の身分が分かるもの、代理の方は委任

状を持参すること。また、入札説明書に定めるところにより、誓約書を提出するとと

もに、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格の確認に必要な資料、積算

内訳書を作成の上、持参すること。 

  エ 入札回数 

    1回（落札候補者が決定しない場合は、再入札を2回まで行う。） 

  オ 落札者の決定 

    入札説明書に定める方法による。 

 

４ その他 

 (1) 入札保証金及び契約保証金の納付義務 

   入札説明書に定めるとおり。 



 (2) 予定価格の設定方法 

   総額で定める。 

 (3) 入札の無効 

   本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札（落札候補者に限る。）等、

入札説明書に定める事項に該当した入札は、無効とする。 

 (4) 契約書の作成の要否 

   要。ただし、本工事は名古屋市の補助金対象事業であるため、契約書等に下記を明記

すること。 

   「本工事は名古屋市の補助金対象事業であるため、関係法令通知及び名古屋市子ども

青少年局保育部保育企画室の指導に従い、工事を施工します。」 

 (5) 工事費の支払時期 

   契約締結時に定めるものとする。ただし、名古屋市の補助金をもって支払う場合にあ

っては、当該補助金の交付後遅滞なく支払うものとする。 


